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 奈良市職員互助会売店運営委託事業者募集要項 

（公募型プロポーザル方式） 

 

 奈良市職員互助会（以下「職員互助会」という。）では、職員の福利厚生の増進及び来庁者の利便性

向上に寄与するため、次のとおり運営委託事業者を募集します。 

 

１ 売店の所在及び施設の概要 

（１）所在地  奈良市二条大路南一丁目１番１号 奈良市役所 中央棟 地下１階 

（２）面 積  105㎡ 

  

２ 業務内容等 

   別紙１「奈良市職員互助会売店運営委託業務に関する仕様書」のとおり 

 

３ 売店運営委託契約期間 

委託期間は、委託開始日から令和１８年３月３１日までとします。 

委託開始日は、職員互助会と協議のうえ令和８年１０月１日以降可能な限り早期に設定すること

とします。 

委託期間内に委託事業者が売店運営から撤退する場合は、撤退の日より８か月以上前に職員互助

会に対し、書面で申し出を行うこととします。 

なお、委託期間が満了する８か月前までに、職員互助会、委託事業者いずれからも売店運営の期

間延長をしない旨の書面による申し出が行われない限り、委託期間の満了時において、委託期間

は１年間更新されるものとします。 

 

４ 参加資格要件 

   業者選定に参加するには、（１）から（６）までのすべての要件を満たす法人であることが必要

です。 

（１） 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟するコンビニエンスストアを展開する

法人（以下「チェーン本部」）であること。 

フランチャイズ加盟者（以下「ＦＣ加盟者」）の応募はできません。 

（２）過去３年間において、官公庁におけるコンビニの設置、運営管理等の実績を有する法人である

こと。 

（３）公租公課の滞納がないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない

者（会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない

者（民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

（６）奈良市暴力団排除条例（平成２４年条例第２４号）第２条第１号から第４号に該当しない者。 
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５ スケジュール（予定）  ※下記スケジュールは、変更することがあります。 

（１）参加申込書等受付         令和８年７月１０日（金）～７月３１日（金） 

（２）現地見学会            令和８年７月１５日（水） 

（３）質問書受付期間          令和８年７月１０日（金）～７月１７日（金） 

（４）質問に対する回答         令和８年７月２４日（金） 

（５）企画提案書提出期間        令和８年７月１０日（金）～８月 ７日（金） 

（６）第１次審査結果通知        令和８年８月１７日（月） 

（７）プレゼンテーション実施      令和８年８月２５日（火） 

（８）第２次審査結果通知        令和８年９月 １日（火） 

（９）運営委託開始予定日        令和８年１０月１日（木）以降可能な限り早期に 

 

６ 参加手続き 

（１）応募書類等の配布 

   応募書類等については、令和８年７月１０日（金）から同年７月３１日（金）まで、奈良市ホ

ームページからダウンロードできます。 

 

（２）参加申込時における提出書類 

   参加を希望する場合、以下の書類を１通ずつ提出してください。 

   ① プロポーザル参加申込書 （様式１） 

   ② 会社概要等 （様式２） 

会社パンフレットを添付してください。 

   ③ 売店の業務実績 （様式３） 

   ④ 国税等の納税証明書 

納期の到来した直近１年分の課税のあるものすべて 

⑤ 印鑑登録証明書（原本に限る。） 

申込日前３か月以内に発行したものに限る。 

   ⑥ 法人登記履歴事項全部証明書 

   申込日前３か月以内に発行したものに限る。 

   ⑦ 財務諸表（直近２年間分） 

直近２年間の決算時における貸借対照表及び損益計算書 

   ⑧ 営業許可書等 

     営業に関する資格等の写し。 

 

 

（３）プロポーザル参加の申込方法 

① 提出期間 令和８年７月１０日（金）から同年７月３１日（金）まで 

（土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時の間を除く。） 

   ② 提出場所 奈良市二条大路南一丁目１番１号 

          奈良市役所 中央棟５階 奈良市職員互助会（人事課内） 
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② 提出方法 郵送（提出期間必着）または直接持参してください。 

③ 不受理  次のいずれかに該当する場合は受付しません。 

ⅰ) 本要項に指定する提出書類等が整っていないもの 

ⅱ) 審査結果に影響を与えるような偽装等の工作が認められるもの 

ⅲ) 提出期間中に提出がなかったもの 

 

（４）現地見学会 

   売店の現地見学会を次のとおり開催します。参加人数は、各事業者２名以内に限るものとしま

す。 

① 日 時  令和８年７月１５日（水）午後７時から 

   ② 集合場所 奈良市役所 中央棟 地下１階 売店前 

   ③ 内容   現地見学 

          ※質問は、現地見学時は受け付けません。 

   ④ 参加方法 令和８年７月１５日（水）午後４時までに、現地見学会参加申込書（様式４）

を使用し、電子メールにより送信してください。送信後、電話で参加申込書送

信の旨を連絡してください。直接、持参による提出でも結構です。 

   ⑤ 送信先及び提出先 

          Ｐ５「募集に関する問い合わせ先」参照 

 

（５）質問及び質問に対する回答 

   ① 受付期間 令和８年７月１０日（金）から同年７月１７日（金）まで 

（土曜日、日曜日を除く。） 

直接持参の場合は午前９時から午後４時まで（正午から午後１時の間を除く。） 

   ② 方法   質問書（様式５）を使用し、電子メールにより送信してください。送信後、電

話で質問書送信の旨を連絡してください。直接、持参による提出でも結構です。

それ以外の方法による質問は、一切応じません。 

   ③ 送信先及び提出先 

          Ｐ５「募集に関する問い合わせ先」参照 

④ 質問への回答 

          全ての質問に対する回答は、令和８年７月２４日（金）に奈良市ホームページ

に掲載します。なお、回答内容において、質問書の提出事業者が特定されると

思われる情報は公開しません。 

 

 

 

（６）企画提案書の提出 

   ① 書類等  必ず、企画提案書（様式６）を用いて作成してください。 

   ② 提出部数 １０部（正本１部、副本９部） 

※ 一部ずつ見やすく綴じてください。 

③ 提出期限 令和８年８月７日（金）午後４時まで 

   ④ 提出先  奈良市二条大路南一丁目１番１号 
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            奈良市役所 中央棟５階 奈良市職員互助会（人事課内） 

   ⑤ 提出方法 直接、持参する方法のみとします。なお、受付時間は、午前９時から午後４時

まで（正午から午後１時の間を除く。）とします。 

          ※ 提出時に内容の確認を行いますので、申込内容について説明のできる方が

持参してください。 

   ⑥ その他  ・必要に応じて、他の書類の提出を求めることがあります。 

          ・提出書類は、理由のいかんを問わず返却いたしません。 

          ・提出書類は、今回の審査以外には使用いたしません。 

          ・応募に要する費用は、応募業者の負担といたします。 

 

（７）辞退 

   プロポーザル参加申込書を提出後、企画提案書類を提出しない場合は、令和８年８月７日（金）

までに辞退届（様式７）を上記提出先に持参又は郵送（必着）してください。 

 

７ 企画提案書類の審査 

（１）審査基準及び配点 

   Ｐ６審査基準及び配点一覧表のとおり 

（２）審査方法 

   職員互助会内に設置する福利施設業者選定委員会において、第１次審査（書類審査）及び第２

次審査（書類審査＋プレゼンテーション）により、審査のうえ、最も優れた応募業者を売店運

営事業者として選定します。ただし、審査の結果、職員互助会が適した応募業者がないと認め

たときは、選定しないことがあります。 

①  第１次審査 企画提案書提出業者を対象に書類審査を行い、最大４社を選定します。審査

の結果は応募業者すべてに令和８年８月１７日（月）にメールにて通知します。 

②  第２次審査 第１次審査の通過業者を対象に、先に提出された企画提案書に加え、プレゼ

ンテーションの結果を総合的に評価し、１位と順位付けした委員数の最も多い業者を売店運

営事業者として選定します。同数の場合は、委員の合議または多数決で決定します。 

    ア 実施日  令和８年８月２５日（火） 

イ 内 容  提案業者による企画提案書等の説明（１５分）及び質疑応答（１０分）。 

出店への意欲や提案の具体性・実現性などを確認します。 

企画提案書類の中で、特に強調したい項目を中心に説明してください。 

ウ 出席者  責任者を含めた３名以内 

エ その他  開始時刻等は、第１次審査結果通知の際にお知らせします。 

       パワーポイント等の使用は可能です。 

オ 結果通知 採否に関わらず、提案業者すべてに対して令和８年９月上旬に通知します。 

            提案業者は、審査結果について一切の異議を申し立てることができません。 

 

８ 採用決定後の手続き等 

（１）職員互助会と運営業務委託契約を締結していただきます。 

   なお、契約書及び仕様書の定めのない事項については、双方協議の上、決定するものとします。 
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（２） 採用決定された事業者は、互助会との契約により生じた権利の全部もしくは一部を第三者に譲

渡、転貸、名義貸し等はできません。 

ただし、チェーン本部が、その責任のもとフランチャイズ契約により、ＦＣ加盟者に運営を任

せることができるものとしますが、運営の最終責任はチェーン本部にあるものとします。 

（２）審査の結果、採用決定された事業者は、速やかに出店準備を行ってください。 

 

 

           募集に関する問い合わせ先 

             奈良市総合政策部人事課内 奈良市職員互助会 

                        担当 柳、尾上、藤川 

              奈良市二条大路南一丁目１－１ 

                ＴＥＬ ０７４２－３４－５３４２ 

                 ＦＡＸ ０７４２－３４－９２３７ 

                メール gojokai@city.nara.lg.jp 

mailto:gojokai@city.nara.lg.jp
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 審査基準及び配点一覧表 

項目 No 審査項目名 内容 配点 

①運営体制・形態 １ 店舗の運営方法 ○ 店舗の管理運営基本方針について 

○ 商品物流システム・管理システムについて 

○ 売店の実績について 

○ 営業時間に関する考え方や営業時間延長の可能性

について 

25 点 

２ 安全衛生管理体制 ○ 店舗の防犯・防災等の安全管理について 

○ 従業員の健康管理等について 

○ 食品衛生・品質管理に関する事故防止の体制及び事

故への対応策について 

３ 従業員の配置体制等 ○ 従業員の配置体制（計画）について 

① 基本的な考え方 

② 指揮命令系統がわかる組織図 

③ 時間帯別の配置人員がわかるローテーション表 

○ 従業員の労働条件や教育訓練等に関する基本方針

について 

４ クレーム・要望等への

対応 

○ 利用者からのクレーム・要望等へ対応する体制につ

いて 

②サービス ５ 商品・サービスの構成 ○ 販売を予定している主な商品の種類及び価格につ

いて 

○ 商品の種類ごとの構成割合やお勧めの商品につい

て 

○ 提供を予定しているサービスの種類及び機能につ

いて 

○ 市役所内の売店という条件に適合した商品やサー

ビスについて 

例）電子マネー決済を導入するなど、混雑を緩和す

ることができる。 

25 点 

③環境への配慮 ６ 環境への配慮 ○ 企業としての省エネルギー、リサイクル等の活動実

績について 

10 点 ７ 廃棄物の回収・処理方

法 

○ 店舗で販売する商品・包装等から発生する廃棄物の

回収方法、処理方法について 

○ ごみ減量化推進のための工夫などについて 

④ その他 ８ レイアウト図 

イメージ図 

運営開始時期 

○ 店舗のレイアウトが具体的にわかる平面図 

○ 利用者の動線について 

○ 店舗内が明確にイメージできるもの 

○ 運営開始時期を設定 

 

40 点 
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９ 災害発生時の対応 

 

○ 大規模災害時発生時の対応 

○ 大規模災害に備えた取り組み 

 例）食料、飲料、生活必需品の提供 

 例）常温保存食料・飲料の備蓄 

 
10 アピールポイント ○ 出店に際し、アピールできる事項や優位性・特徴の

ある事項について 

例）市役所内の店舗として、市が行っているサービス

と連携することができる。 

例）運営開始時期を早めることができる。 

合計点 
100

点 

 

 

１．第１次審査として、書類審査を行い、福利施設業者選定委員それぞれの評価結果により上位に順

位付けした委員数の多い順に最大４社を選定する。 

委員全員の評価合計点数が６０点未満の事業者は選定しない。  

 

２．第２次審査では、書類審査とプレゼン審査の合計で、福利施設業者選定委員それぞれの評価結果

により 1位と順位付けした委員数の最も多い業者を選定する。 

  同数の場合は、委員の合議または多数決により決定する。 

  選定した事業者以外に次点を定める。 

 

 


